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基礎控除=最高43万（所得税=最高95万）
配偶者控除＝最高33万（所得税＝最高38万）
扶養控除＝33万（所得税は38万）

所得控除（人的控除）の例

所
得

課税最低限の額（総務省説明資料「個人住民税について」令和７年５月15日より）単
身者で給与収入200万円以下の場合，住民税（所得割）で110万円，所得税で160万円
まで非課税。実際には，社会保険料控除（30万円程度）も所得控除の対象。

その他の所得控除の例

給与所得控除（給与の概算経費）＝最高65万円

図5.3 所得控除
（令和7年の税制改正を反映したバージョン）


